地域滞在支援事業（自転車合宿支援）補助金
交付要領

（趣旨）
第１条　この要領は、地域創生総合支援事業（県戦略事業（過疎・中山間地域振興事業分））補助金交付要綱（以下、「補助金交付要綱」という。）第１２条の規定に基づき、相双地域管内の過疎・中山間地域が自転車合宿の受入れに適した地域特性を有している強みを活かし、自転車合宿の受入れの定着及び地域への滞在を促進し、地域内消費の拡大を通じて過疎・中山間地域の振興を図るため、自転車合宿を支援する地域滞在支援事業（自転車合宿支援）補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条	この要領において、「自転車競技団体」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、専修学校若しくは大学の自転車部又はこれに類する部活動等の団体、又は社会人が所属する運動部・運動団体、プロチームをいう。
２　対象となる「合宿」とは、前項の自転車競技団体に所属する学生、社会人、指導者等関係者が当該団体の活動の一環として自転車競技の技術向上等を目的に実施する合宿（以下、「自転車合宿」という。）をいう。

（補助の対象期間）
第３条　補助金の交付は、当該補助金の交付決定日の属する年度の３月１５日までの間に実施する自転車合宿に対し、予算の範囲内で交付するものとする。

（補助の対象）
第４条　以下の自転車競技団体に対し、自転車合宿に係る宿泊費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する。
（１）別表第１に掲げる市町村に所在する宿泊施設を利用し、１団体あたり延べ宿泊者数１０人泊以上の宿泊を行う自転車競技団体（実参加者数が５人以上）で自転車競技を行う者、指導者（部長、監督、コーチ、マネージャー等自転車競技を行う者の練習及び健康管理に携わる者等。）及び保護者（ただし、小学生及び中学生が所属する自転車競技団体のみで自転車競技を行う者の人数を超えない範囲内に限る。）。
（２）旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条で規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業に係る施設（ただし、キャンプ場、集会施設及びその他この補助金の趣旨に合致しないと認められる施設は除く。）で第３条第１項の規定による営業許可を受けた相双管内の宿泊施設を利用していること。
（３）相双地域管内の過疎・中山間地域への交流人口の還流を促進するため、別表第２に掲げる地域内の練習コースを組み込んだ活動とすること。また、地域活性化を図るため、観光関連施設等の利用に努めること。
（４）自転車合宿の様子をホームページやソーシャルメディアサービスを利用した情報発信をするなど、地域の魅力発信に努めること。
２ 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は補助の対象外とする。
（１）各種大会、イベント、会議への参加に伴う宿泊となる場合
（２）政治活動、宗教活動もしくは営利を目的とする場合
（３）特定の企業の営利を主たる目的とするもの
（４）暴力団等反社会的な勢力の利益となるもの
（５）公序良俗に反する場合
（６）その他相双地方振興局長（以下、「局長」という。）が不適切と認める場合

（補助率及び補助の上限）
第５条　当該補助金は、自転車競技団体の自転車合宿に要する宿泊費について補助するものとし、宿泊費の２分の１以内とする。ただし、１泊１人当たり３，０００円、１自転車競技団体当たり１００，０００円を上限とし、同一の年度内において、同一の自転車競技団体への補助は１回限りとする。
２　前項の規定にかかわらず、本補助金以外の合宿費に係る補助金又は助成金を併用して交付を受ける場合は、本補助金以外の補助金又は助成金との合計額が宿泊費の総額を超えない範囲で補助金を交付するものとする。ただし、県が実施している他の補助金と併用して交付を受けることはできないものとし、補助を受けようとする者は、次の（１）及び（２）を補助対象額から差し引いて申請するものとする。
（１）他の補助金による割引額
（２）クーポン等の割引券の金額
３　補助金の額に千円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。

（補助金の交付申請）　
第６条 補助金の交付を受けようとする自転車競技団体（以下「申請者」という。）は、補助金交付要綱第３条の規定に基づき、地域創生総合支援事業（県戦略事業（過疎・中山間地域振興事業分））地域滞在支援事業（自転車合宿支援）補助金交付申請書（様式第１号）に以下の書類を添えて、合宿の実施日から起算して１４日前までに局長に提出しなければならない。
（１）計画書（様式第１号の別紙１）
（２）事業収支予算書（様式第１号の別紙２）
（３）その他局長が必要と認める書類


（変更の承認申請）
第７条 申請者は、申請内容及び補助対象経費の総額を変更しようとするとき又は補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助金交付要綱第５条の規定に基づき、地域創生総合支援事業（県戦略事業（過疎・中山間地域振興事業））地域滞在支援事業（自転車合宿支援）補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第２号）を局長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に定める軽微な変更についてはこの限りではない。
（１）補助対象経費の２０％以内の減額又は交付決定額の変更を伴わない増額をするもの
（２）事業の主要な部分に重要な影響を及ぼさない変更であるもの

（申請を取り下げることができる期日）
第８条　申請者は、補助金の交付決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して１５日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。
２　前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

（状況報告）
第９条 局長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業の進捗状況について申請者に報告を求めることができる。
２ 申請者は、前項の規定により報告を求められたときは、補助金交付要綱第７条第２項の規定に基づき、地域創生総合支援事業（県戦略事業（過疎・中山間地域振興事業分））地域滞在支援事業（自転車合宿支援）補助金実施状況報告書（様式第３号）を、局長が定める日までに提出しなければならない。
３ 申請者は、当該事業が完了したときは、補助金交付要綱第７条第３項の規定に基づき、速やかに地域創生総合支援事業（県戦略事業（過疎・中山間地域振興事業分））地域滞在支援事業（自転車合宿支援）補助金完了報告書（様式第４号）を局長に提出しなければならない。

（実績報告）
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助金交付要綱第８条の規定に基づき、地域創生総合支援事業（県戦略事業（過疎・中山間地域振興事業分））地域滞在支援事業（自転車合宿支援）補助金実績報告書（様式第５号）に以下の書類を添えて、事業完了の日から起算して３０日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の３月１５日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
（１）実績書（様式第５号の別紙１）
（２）事業収支決算書（様式第１号の別紙２）
（３）参加者名簿（様式第５号の別紙２）
（４）宿泊証明書（様式第５号の別紙３）
（５）宿泊費の領収書の写し

（補助金の額の確定）
第11条 局長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査を行い、補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に通知するものとする。ただし、確定額が既に通知している交付決定額と同額の場合は、通知を省略するものとする。

（補助金の交付の請求）
第12条 申請者は、前条の規定による補助金額の確定通知を受けたときは、補助金交付要綱第９条の規定に基づき、速やかに地域創生総合支援事業（県戦略事業（過疎・中山間地域振興事業分））地域滞在支援事業（自転車合宿支援）補助金交付請求書（様式第６号）を局長に提出しなければならない。

（会計帳簿の整備等）
第13条　申請者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。

（その他）
第14条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、局長が別に定める。

附　則
[bookmark: _GoBack]この要領は、令和８年４月１日から施行する。



別表第１（第４条関係）
	対象となる宿泊施設の所在市町村
	相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村



別表第２（第４条関係）
対象となる過疎・中山間地域
	市町村名
	旧市町村名

	相馬市
	山上村、玉野村

	南相馬市
	旧原町市石神村、旧鹿島町上真野村、旧小高町福浦村、金房村

	広野町
	全域

	楢葉町
	全域

	富岡町
	全域

	川内村
	全域

	大熊町
	全域

	双葉町
	新山町、長塚村

	浪江町
	全域

	葛尾村
	全域

	飯舘村
	全域
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